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令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課、商務情報政策局 デジタル取引環境整備室） 

項 目 名 国境を越えたサービスの提供に係る消費課税のあり方の見直し 

税 目 消費税 

要

望

の

内

容 

  
国内外の事業者間における課税の公平性や競争条件の中立性確保の観点か

ら、プラットフォームを介したデジタルサービスの提供者である国外事業者に
代わり、プラットフォーム運営事業者が消費税を納税するプラットフォーム課
税の導入など、国境を越えたサービスの提供に係る消費課税のあり方について
検討する。 

 

 平年度の減収見込額  －   百万円 

(制度自体の減収額) ( －  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) ( －  百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

 経済のデジタル化・グローバル化に伴い、国内に一切拠点を有しない国外の
事業者が、インターネット等を通じて国内の消費者に対して役務提供を行うビ
ジネスが急速に拡大している。 

 こうした国外事業者が提供するデジタルサービスに対する消費税の課税のあ
り方については、諸外国では、適切な課税を確保する観点から、プラットフォ
ーム運営事業者に申告・納税を求める制度が既に導入されている。 

我が国においても、諸外国における制度や執行上の課題、プラットフォーム
運営事業者の役割等を踏まえ、事業者の事務負担や税務当局の執行可能性に配
慮しつつ、国内外の事業者間の競争条件の公平性と中立性の観点から、国外事
業者の適切な課税を確保するための方策の導入に向けた具体的な検討を進め
る。 

 

⑵ 施策の必要性 

経済のデジタル化・グローバル化に伴い、国内に一切拠点を有しない国外の
事業者が、インターネット等を通じて国内の消費者に対して役務提供を行うビ
ジネスが急速に拡大している。 

プラットフォーム運営事業者が取引の仲介のみを行う消費者向け電気通信利
用役務の提供については、プラットフォーム運営事業者の背後にいる国外事業
者自身が納税義務を負うことになっているが、日本国内に一切拠点を持たない
場合、納税義務者の捕捉や調査・徴収には自ずと限界があり、税務執行上大き
な課題が生じている。 

今後も我が国のデジタルサービス市場は大きく成長していくことが見込まれ
ている中、国外事業者の適切な納税を担保し、国内外の事業者間における課税
の公平性を実現することによって、国内外の競争条件の中立性を確保すること
は喫緊の課題である。 

 

 
 

 



１３―２ 
 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
 
２．対外経済関係の円滑な発展 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
 
―  
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 
― 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
― 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
― 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
 
― 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 
― 

相 

当 

性 
当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 
 
― 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 
― 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
― 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
 
― 



１３―３ 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 
― 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
 
 
― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 
 
― 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
 
― 
 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
 
― 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
 
― 
 

 


